
○
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
表
示
に
関
す
る
指
示
等
）

（
表
示
に
関
す
る
指
示
等
）

第
十
九
条
の
九

（
略
）

第
十
九
条
の
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
。
）

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
二
項
の
指
示
に
従
わ
な
い
製
造
業
者
又
は
販
売
業

者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
二
項
の
指
示
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
指
示
を
受
け
た
者
が
、
前
項

く
て
そ
の
指
示
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、

そ
の
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
ベ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
指
示
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
と
き

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
そ
の
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
ベ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

第
二
十
四
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

第
十
九
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
二
十
四
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以

第
二
十
四
条
の
三

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

金
に
処
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
。
）

三

第
十
九
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

三

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

（
略
）

第
二
十
五
条

法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の

第
二
十
五
条

法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の



定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
若

定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
若

し
く
は
管
理
人
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業

し
く
は
管
理
人
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業

者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の

者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
四
条

違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て

の
二
、
第
二
十
四
条
の
三
又
は
第
二
十
四
条
の
四
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き

当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科

は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金

す
る
。

刑
を
科
す
る
。

一

第
二
十
四
条
（
第
八
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

一
億
円
以
下
の
罰

金
刑

二

第
二
十
四
条
（
第
八
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
四
条
の
二

又
は
前
二
条

各
本
条
の
罰
金
刑

２

（
略
）

２

（
略
）




